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１）背景 

 

２）目的 

条例：倉敷市総合浸水対策の推進に関する条例（令和４年３月１８日 倉敷市条例第５号） 

規則：倉敷市総合浸水対策の推進に関する条例施行規則（令和４年３月１８日 倉敷市規則第１４号） 

 

【解説】 

条例第１４条では、『倉敷市の区域内において、規則で定める規模以上の開発行為等を行おうと

する者は、あらかじめ、当該開発行為等の実施に係る雨水を排水するための計画(以下「雨水排

水計画」という。)を記載した書類(以下「計画書」という。)を市長に提出することにより、当

該雨水排水計画について、市長と協議しなければならない。』と定められている。（雨水排水計

画を変更する場合も同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 総 則 

 本市の雨水整備は、市街地の一部では合流式下水道が整備されており、その他の区域では

主に農業用水路が雨水排水機能を担っている状況である。 

本市の地形は、河川水位等の背水影響を受けやすく、加えて近年では、都市化の進展によ

り浸透域が減少し、浸水被害の顕在化、広域化が進んでいる。特に平成２３年台風１２号に

よる降雨や平成３０年７月豪雨では甚大かつ広域的な浸水被害が発生している。 

 本手引きは、条例第１４条に基づく開発行為等の雨水排水計画の協議において、必要とな

る雨水流出抑制対策について示したものである。 

 雨水流出抑制施設の計画、設計、施工、維持管理等に係る技術的事項の基本的な考え方を

示すことにより、浸水被害の予防及び軽減を図り、もって市民が安全で安心して暮らすこと

ができるまちづくりの実現に資することを目的とする。 
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３）用語の説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本手引きで用いる用語は、それぞれ以下のように定義する。 

・背水 

   本川の水位が上昇した際に、支川の水が流れにくい状態となり、水位が上昇すること。 

・雨水流出抑制 

雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させることで、雨水が河川や下水道に直接的

に流出しないようにすること。 

・雨水流出抑制施設 

雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を有する施設で、浸水被害の軽減

を目的とするものをいう。貯留施設と浸透施設に大別される。貯留施設はオフサイト貯

留とオンサイト貯留に分類される。 

・オフサイト貯留 

河川・下水道・水路等によって集水し、集約的に貯留し、雨水の流出を抑制するもの

で、現地外貯留とも呼び、遊水池・防災調節池等はこれに当たる。 

・オンサイト貯留 

降雨水の移動を最小限におさえ、雨が降った場所（現地）で貯留し、雨水の流出を抑

制するもので現地貯留とも呼ぶ。公園、運動場、駐車場、集合住宅の棟間などの流域貯

留施設あるいは、各戸貯留施設などがこれに当たる。 

・流出係数 

降った雨が地表面に流れる度合いを表すもの。 

・自然放流 

   高低差により自然に雨水が放流されること。 

・オリフィス 

貯留された雨水を排出するための放流口。 

・流量係数 

雨水がオリフィスから放流する時の抵抗のこと。 

・重力加速度 

物体が地面に落ちるときの加速度。（９．８ｍ/ｓ２） 

・必要貯留量 

貯留施設に貯める必要がある雨水の量 

・許容放流比流量 

   下水道の放流先河川が流下できる流量を流域面積で除した値。面積当たりに許容され

る放流量を示す。 

・許容放流量 

   計画対象降雨時に、下水道から放流先河川に放流することが許容される最大流量のこ

と。 
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・降雨強度式 

   計画雨水量を算出する際に必要な降雨強度（降雨継続時間内における降雨の強さを示

す指標）を算出する式。 

・雨水浸透施設（浸透施設） 

雨水を拡水法により浸透させる施設で、浸透ます、道路浸透ます、浸透トレンチ、浸

透側溝、透水性（平板）舗装、浸透池、空隙貯留浸透施設がこれに当たる。 

・浸透ます 

透水性のますの周辺を砕石で充填し、集水した雨水を側面及び底面から地中に浸透さ

せる施設をいう。 

・浸透トレンチ 

掘削した溝に砕石を充填し、さらにこの中に浸透ますと連結された有孔管を設置する

ことにより、雨水を導き、砕石の側面及び底面から地中に浸透させる施設をいう。 

・透水性舗装 

雨水を直接透水性の舗装帯に浸透させ、路床の浸透能力により雨水を地中へ浸透させ

る舗装をいう。舗装帯の貯留による流出抑制機能を期待する場合もある。 

・空隙率（貯留率） 

貯留槽のみかけの体積に対する、真の貯留容量の割合をいう。なお、みかけの体積と

は、外形寸法から算出した体積をいい、真の貯留容量は、貯留槽のみかけの体積から貯

留構造体等の実体積を減じた体積をいう。 
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４）協議対象となる開発行為等 

 

○対象となる施設の規模 

また、規則第３条において、条例第１４条第１項に規定する規則で定める規模は、開発

行為等に係る土地又は敷地の面積を２，０００㎡と定めている。   

図１－１に協議対象となる開発行為等のイメージを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－１．協議対象となる開発行為等のイメージ 

 規則第３条に基づき、開発行為等に係る土地又は敷地の面積が２，０００ｍ2 以上のもの

を、雨水排水計画の協議対象とする。「開発行為等」とは、次に掲げる行為をいう。 

ア 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４条第１２項に規定する開発行為 

イ 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第２条第２号に規定する

宅地造成 

ウ 墓地（墓地、埋葬等に関する法律（昭和２３年法律第４８号）第２条第５項に規定する

墓地をいう。）の造成 

エ 建築物の建築（建築基準法第２条第１３号に規定する建築をいう。） 

オ 倉敷市埋立行為等の規制に関する条例（平成２０年倉敷市条例第５２号）第２条第２号

に規定する埋立行為等 

カ 駐車場（道路（道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第２条第１項第１号に規定す

る道路をいう。）の路面外に設置される自動車（同条第１項第９号に規定する自動車をい

う。）の駐車のための施設（住宅の敷地又は当該敷地に隣接する土地において当該住宅の

居住者の利用に供されるものを除く。）をいう。）の設置 

キ 土地の舗装（コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆うことをいい、ア、イ、ウ、

オ又はカに該当するものを除く。） 

また、隣接する土地を連続して開発等を行う場合においては、一体的な開発行為等の取扱

いを定めている。 

建物等 

（例）雨水流出抑制施設 

計画の協議対象となる

土地又は敷地の面積 

２，０００㎡以上 
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〇協議の対象としない開発行為等について 

  次に示す開発行為等については、開発行為等に係る土地又は敷地の面積が２，０００㎡以

上であっても、条例第１４条に基づく開発行為等の雨水排水計画の協議の対象としないこと

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公有水面埋立法第２条第１項の免許を受けた埋立地の場合 

 建築基準法第３条に規定するもの（重要文化財、国宝、史跡、名勝等の整備など） 

 建築物、舗装、土間コンクリート、外構などの実際に工事を行う面積が２，０００㎡

未満の場合 

 １ｈａ以上の開発行為（都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４条第１２項

に規定する開発行為）及び１ｈａ以上の宅地造成（宅地造成及び特定盛土等規制法

（昭和３６年法律第１９１号）第２条第２項に規定する宅地造成）において、放流

先の河川管理者等と協議済みの場合 

 都市計画法第４条第１２項に規定する開発行為のうち、分譲住宅地を目的とした開

発行為の場合 

 区画整理事業等において、放流先の河川管理者等と協議し、下流域の治水対策とし

て雨水流出抑制施設を設置済み、又は設置の予定がある開発行為の場合 
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○一体的な開発行為等の定義 

 

一体的な開発行為等については規則第３条第２項において、次のように定めており、合計の

面積が２，０００ ㎡以上の場合には、協議の対象となる。 

(１) 開発行為に係る都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定による

公告の日から１年以内に、当該開発行為の開発区域に隣接する土地について開発行為を行

う場合 当初の開発行為及び隣接する土地の開発行為 

(２) 開発行為と同時に駐車場、資材置場、畑等に利用する目的その他の主に建築物の建築又

は特定工作物（都市計画法第４条第１１項の「特定工作物」をいう。）の建設の用に供す

る以外の目的で当該開発行為の開発区域に隣接する土地の区画形質を変更する場合 当該

開発行為及び隣接する土地の区画形質の変更 

(３) 宅地造成に係る宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第１３条第２項の検査

済証の交付の日から１年以内に、当該宅地造成の造成宅地に隣接する土地について宅地造

成を行う場合 当初の宅地造成及び隣接する土地の宅地造成 

(４) 墓地の造成に係る倉敷市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則（平成１３年倉敷

市規則第１０９号）第１４条の検査済証の交付の日から１年以内に、当該墓地に隣接する

土地について墓地の造成を行う場合 当初の墓地の造成及び隣接する土地の墓地の造成 

(５) 建築物の建築に係る建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項の確認済証

の交付の日から１年以内に、当該建築物の敷地に隣接する敷地において建築物の建築を行

い、又は当該建築物の敷地に隣接する土地の開発行為等を行う場合 当初の建築物の建築

及び隣接する敷地における建築物の建築又は隣接する土地の開発行為等 

(６) 埋立行為等に係る倉敷市埋立行為等の規制に関する条例（平成２０年条例第５２号）第

１７条の検査済証の交付の日から１年以内に、当該埋立行為等の事業区域に隣接する土地

について埋立行為等を行う場合 当初の埋立行為等及び隣接する土地の埋立行為等 

(７) 駐車場の設置の工事の完了の日から１年以内に、当該駐車場に隣接する土地に駐車場を

設置する場合 当初の駐車場の設置及び隣接する土地への駐車場の設置 

(８) 土地の舗装の工事の完了の日から１年以内に、当該舗装を行った土地に隣接する土地の

舗装を行う場合 当初の土地の舗装及び隣接する土地の舗装 

 

【一体的な開発行為とみなさないもの】 

「開発許可申請の手引き」の「一体的な開発行為の考え方」に該当しないもの。 
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○雨水排水計画の協議手順 

図１－２に協議手順（参考）を示す。協議対象となる開発行為等について、雨水排水の計画

協議を行い、関係部署と必要に応じて打合せ等を行うこと。（協議手順はあくまで、開発行為

等における計画の手戻りを少なくするための参考手順であり、必ずしもこの通りに行う必要は

ない。） 

協議の受付窓口：環境リサイクル局下水道部浸水対策室 

 

 

図１－２．雨水排水計画の協議手順（参考） 

 

 

 

雨水排水計画の協議手順

NO
開発行為等

（土地又は敷地の面積が2,000㎡以上か？）
協議不要（可能な限り

雨水流出抑制対策に努める）

YES 開発行為

雨水排水計画の協議手順について、以下のフロー図を参考としてください。

下水道部
浸水対策室へ
計画協議

開発行為事前協議
申出書の提出

（市開発指導課）

※協議成立

雨水排水計画書
提出

雨水排水計画
協議済証発行

都市計画法第３２条
に基づく
同意協議

通
常
の
開
発
許
可
申
請
の
流
れ

都市計画法第２９条
開発許可申請

工事完了報告書を下水道部浸水対策室へ提出

建築物の建築、駐車場、その他

建築確認申請
(建築物・工作物)

建築確認

駐車場
その他

必要な申請が
あれば提出

※協議不成立の場合

協議不成立

勧告・命令

公表

雨水排水計画を反映

許可、届出等

工事施工
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① 「雨水排水計画書」の提出【申請者⇒下水道部浸水対策室】 

様式第１号「雨水排水計画書」に、図１－３に示す雨水排水計画図書を添付し、下水道部

浸水対策室へ２部提出する。 

図１－３．雨水排水計画図書一覧 

 

② 「雨水排水計画協議済証」を発行【下水道部浸水対策室⇒申請者】 

雨水排水計画書の提出後、申請者へ発行。 

※計画内容に変更が生じた場合は、工事実施前に雨水排水計画書の変更届を提出し、再協

議を行うこと。 

 

③ 工事立会 

 

④ 「工事完了報告書」を提出【申請者⇒下水道部浸水対策室】 

様式第４号「工事完了報告書」に図１－４に示す工事完了報告図書を添付し、１部提出す

る。 

※提出は工事完了後、速やかに行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画図書の種類 縮 尺 確認事項 

位置図 
縮尺２，５００分の１

以上 

方位並びに開発行為等の場所の形状及び付

近見取図 

配置図 
縮尺１，０００分の１

以上 

開発行為等の実施前及び実施後の境界線、

主要構造物の位置、建築物その他の工作物

の位置並びに土地利用形態 

排水施設計画平面図 
縮尺１，０００分の１

以上 
排水施設の位置、排水系統及び吐口の位置 

雨水流出抑制施設の

計画図 
縮尺１００分の１以上 

雨水流出抑制施設の位置、形状、断面及び

放流口の構造 
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図１－４．工事完了報告図書一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

完了報告図書の種類 縮 尺 確認事項 

位置図 
縮尺２，５００分の１

以上 

方位並びに開発行為等の場所の形状及び付

近見取図 

竣工図 
縮尺１，０００分の１

以上 

配置図、排水施設図、雨水流出抑制施設の

配置図 

工事写真  

工事完了後に不可視となる箇所について

は、その寸法等が分かるよう、適切に写真

管理を行うこと。（出来形管理や写真管理等

については、岡山県土木工事共通仕様書を

参考のこと）。その他、協議により求められ

た資料の提出を行うこと。 
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５）掲示板の設置について 

 

 

図１－５.雨水排水計画の概要 標識（例） 

 

＜掲示について＞ 

✓ 完成まで設置すること。 

✓ 材質は、耐久性のあるものを使用すること。 

✓ 大きさは A３以上とし、見やすい位置に設置すること。 

 

 

 

 

 

 

 

必要貯留量 m3

低減量 m3

実際に設置する
貯留施設の貯留量

m3

施設概要

※雨水貯留槽のイメージ図

側溝

流入桝

雨水貯留槽

流出桝

雨水排水計画の協議により、大雨の時、

放流先があふれないよう、雨水を一時的に

貯留して、少しずつ流す工法を採用して

います。

オリフィス

雨水排水計画の概要

条例第１４条第１項の協議をした者は、開発行為等の着手の日から完了の日までの間、工

事現場の公衆の見やすい場所に雨水排水計画の概要を記載した所定の標識を掲示しなけれ

ばならない。 
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１）雨水流出抑制施設の基本事項 

【解説】 

(1) 雨水流出抑制施設の設置について 

本市の雨水整備は、市街地の一部では合流式下水道が整備されており、その他の区域では主

に農業用水路が雨水排水機能を担っている状況である。 

本市の地形は、河川水位等の背水影響を受けやすく、加えて近年では、都市化の進展により

浸透域が減少し、浸水被害の顕在化、広域化が進んでいる。このため、開発行為等により遊水

機能や貯留機能を失った土地から、雨水の短時間での河川や下水道への流出を抑制する必要が

ある。 

 

(2) 雨水流出抑制施設について 

雨水流出抑制施設には図２－１に示すように、様々な対策施設があるが、倉敷市において

は、浸透施設の設置に適していない干拓地や低平な三角州や海岸低地が大部分を占めるため、

貯留施設の設置を原則としている。 

 

図２－１．雨水流出抑制施設の設置イメージ 

第２章 計 画 

(1) 開発行為等（分譲住宅地に係るものを除く。）について雨水排水計画に記載する雨水の

排水に係る施設は、雨水流出抑制施設とする。 

(2) 雨水流出抑制施設は、貯留施設を原則とする。 

(3) 貯留施設の必要貯留量（貯留施設に貯める必要がある雨水の量をいう。）は、１ｈａ当

たり２５０ｍ３とする。ただし、現況の敷地に構造物等がある場合は、１ｈａ当たり１

５０ｍ３とする。 

(4) 貯留施設からの排水は、放流口からの自然放流（高低差により自然に雨水が放流される

ことをいう。）を原則とする。ただし、自然放流が困難な場合は、本市との協議により

定めた方法によるものとする。 

(5) 雨水流出抑制施設の工法は、特に限定しない。 

図参照：東京都豪雨対策基本

方針より 
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(3) 必要貯留量について 

規則第５条の中で、貯留施設の必要貯留量は１ｈａ当たり２５０ｍ３とし、現況の敷地に構

造物等がある場合は、１ｈａ当たり１５０ｍ３と定めている。１ｈａ当たり１５０ｍ３で必要貯

留量を計算する場合は、構造物等により浸透しない部分の面積が分かる資料を提出すること。 

なお、緑地の確保や透水性舗装なども有効な流出抑制対策であるため、その面積に応じて別

途、低減措置を設けている。 

 

(4) 貯留施設からの排水について 

オンサイトによる貯留施設は一般に集水面積が小さいため、降雨開始から流出発生までの時

間が極めて短く、人為的な操作を伴う調節方式は難しい。よって、雨水流出の調節方式は人為

的な操作によらない自然流下方式を原則とし、確実な調節効果が期待できるものとする。 

ただし、地下式や堀込式の貯留施設については放流先水路、下水道等との水位関係から自然

流下方式によることが困難な場合にはポンプによる排水方式を採用する。ポンプによる排水方

式とする場合は複数台設置等を行い、確実にポンプが機能するよう十分な維持管理を行う必要

がある。図２－２に排水方式を示す。 

 

    

 

図２－２．雨水流出の調節方式イメージ 

 

 

(5) 工法について 

規則に定める技術上の基準を満たす範囲において、雨水流出抑制施設の工法は特に限定しな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然流下方式 ポンプ排水方式 

オリフィス 水中ポンプ 
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２）必要貯留量 

 

第１章４）協議対象となる事業における貯留施設の必要貯留量は表２－１のとおりで 

ある。なお、対象の土地に緑地等を設けた場合には、表２－２に定める低減量を必要貯 

留量から控除することができる。 

表２－１．貯留施設の必要貯留量 

現況の敷地の状況 
必要貯留量 

（１ｈａ当たり） 

原則 ２５０ｍ３ 

現況の敷地に構造物等がある場合 １５０ｍ３ 

   ※「現況の敷地に構造物等がある場合」とは、開発行為等を行う前の現況の 

敷地の状況が、地山や田畑ではなく、舗装が敷設されている場合や建築物等 

がすでに建っている状態のことをいう。 

表２－２．低減措置 

緑地等の種類 低減量（１ｍ２当たり） 

緑地 ０．０５ｍ３ 

透水性舗装 ０．０２ｍ３ 

舗装、コンクリート等で覆われてい

ない地山の状態 
０．０１ｍ３ 

※「緑地」とは、芝、低木、高木等を植栽している状態のことをいう。 

※緑地の低減対象面積は、倉敷市自然環境保全条例における緑化基準面積への算 

入割合に依らず、地上部での植栽基盤の面積とする。 

 

 

【解説】 

貯留施設の必要貯留量及び低減措置については、規則第５条で定められている。必要貯留量

は、１ｈａ当たり２５０ｍ３とし、現況の敷地に構造物等がある場合は、１ｈａ当たり１５０

ｍ３と定めている。また、緑地や透水性舗装等も雨水流出抑制対策としては有効であるため、

緑地等の種類に応じた低減措置を設けている。 

実際に設置する貯留施設の貯留量は以下の式により算出する。 

 

Ｖ＝Ｖ１－Ｖ２ 

Ｖ  ：実際に設置する貯留施設の貯留量（ｍ３） 

Ｖ１：必要貯留量（ｍ３） 

Ｖ２：低減量（ｍ３） 
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（計算例） 

・開発行為の面積が５，０００ｍ２で、現況の敷地に構造物等がなく、緑地を１，０００

ｍ２設ける場合 

（※1 ｈａ＝１０，０００ｍ２） 

Ｖ１＝ ２５０×５，０００÷１０，０００ ＝ １２５．０（ｍ３） 

Ｖ２＝ ０．０５×１，０００＝ ５０．０（ｍ３） 

Ｖ  ＝１２５．０－５０．０＝ ７５．０（ｍ３） 
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１）貯留施設について 

【解説】 

地表面貯留施設は、駐車場、集合住宅の棟間、公園等の空地において、盛土やコンクリート

により小堤で囲ったり、浅く掘削したりすることにより地表面に雨水を集水し貯留する施設で

ある。貯留や地表面に本来の土地利用への配慮、貯留時の利用者の安全確保が必要である。 

地下貯留施設は、公園、駐車場、集合住宅の棟間等の空地や建物の地下に貯留槽を設けて設

置する施設である。主な特徴として、雨水の貯留時でも貯留槽上部は本来の土地利用機能を損

なうことがないことが挙げられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 貯留施設の概要 

貯留施設には、地表面に貯留する地表面貯留施設と地下に貯留する地下貯留施設とがあ

る。これらの施設については、貯留時における利用者の安全並びに、本来の土地利用機能へ

の配慮及び流出抑制効果を考慮して計画・設計する。 
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名称 概要 図 

地表面貯留 

公園の広場、緑地、池等を利用

して雨水を貯留する地表面貯留

施設をいう。 

 

駐車場を利用した地表面貯留施

設をいう。 

 

集合住宅等の棟間を利用して雨

水を貯留する地表面貯留施設を

いう。 

平常時、駐車場として利用して

いれば駐車場貯留となる。 

 

地下貯留 

地下に貯留槽を設け、これに雨

水を導入する貯留施設をいう。 

貯留時でも、本来の上部利用の

機能を保つことができる。 

 

空隙貯留 

[砕石貯留] 

掘削し、砕石等を充填し、地下

に空隙を設ける貯留施設をい

う。 

貯留時でも、本来の上部利用の

機能を保つことができる。 

 

 

図３－１.貯留施設の種類（例） 
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２）地下貯留 

【解説】 

(1)地下貯留施設の特徴 

地下貯留とは、地下に貯留槽を設けて貯留する方法をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－２．地下貯留施設のイメージ（コンクリート製貯留槽） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地下に貯留槽を設け、これに雨水を導入する施設を地下貯留施設という。貯留時でも、本

来の上部利用の機能を保つことができることが特徴である。 

コンクリート製貯留槽 

土 

緑地・舗装など 

貯留時でも上部利用が可能 
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表３－１．地下貯留施設の部材別の特徴 

 
プレキャストコンクリート製 

ボックスカルバート製 
プラスチック製 

空隙率 
約８０％（ただし、採用値は製品カタロ

グによる） 

９０％以上（ただし、採用値は製品カタ

ログによる） 

主な特徴 

・プレキャスト製品の場合、現場打ちに

比べると工期が短縮される。 

・現場打ちに比べると、薄肉部材であ

り、空隙率を大きくとることができる。 

・荷重に強く、上部の有効利用ができ

る。 

・部材の自重が大きく、軟弱地盤では支

持力の検討、対策が必要となる。 

・軽量な部材のため、運搬、施工が容易

である。 

・貯留槽形状の自由度が高い。 

・空隙率が高いため、占用面積が少なく

て済む。 

・軽量なため、地下水位が高い場合は、

浮力を考慮する必要がある。 

・コンクリート部材に比べて荷重に弱い

ため、上部利用に注意が必要である。 

維持管理 
・人孔から槽内に直接入り作業が可能。 

・特別な沈砂機能は不要。 

・貯留槽内部の清掃は、沈砂槽の開合部

からの洗浄が可能。 

・流入土砂の排除が困難となるため、雨

水流入部に泥溜めます等の土砂流入防止

施設の設置が必要。 

施工性 

・プレキャスト部材を現場で組み立てる

ものであり、現場打ちに比べて施工性に

優れる。 

・据え付け・搬入には、大きな重機が必

要となる。 

・軽量でコンパクトなため、大きな重機

を必要としない。 

・組み立てに特殊な技術を要しない。 

・他の工法と比較し、工期が短くて済

む。 

 

 砕石貯留 

空隙率 ３０％～４０％（採用値は、３５％とする。） 

主な特徴 

・砕石を充填してその空隙に貯水するため、他工法に比べて空隙率が小さく、占用

面積が大きくなる。 

・任意の範囲で設計可能。 

維持管理 

・内部に人が入れないため、砕石槽内部の清掃は不可能。 

・土砂などを多く含む雨水を貯留する場合は、手前に泥溜めます、フィルターの設

置が必要。 

施工性 

・砕石を締固め過ぎると空隙率が低下し、締固めが緩いと沈下する可能性がある。 

・砕石搬入の工事用車両が多くなり、現道交通への影響を考慮する必要がある。 

・砕石に置き換える掘削土の残土処分が必要となる。 
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(2)地下貯留施設の構造 

 地下貯留施設の標準的な構造を表３－２に示す。 

 

             表３－２．地下貯留施設の主な構造 

機能 設備 説明 

集水 
集水ます 

側溝 

貯留する雨水を集める設備。貯留施設の集水区域の降雨を流

入ますや側溝により集水する。 

貯留 

流入ます 
集水された雨水を、土砂やゴミを取り除き貯留槽へ入れる設

備 

貯留槽 

集水された雨水を貯留する設備。貯留槽は、部材（製品）ご

とに特長が異なるため、採用した貯留槽の仕様を確認し、構

造的特徴などの特性を十分に把握する必要がある。貯留槽の

部材にはコンクリート製、プラスチック製がある。また、地

下貯留施設は、施設上部の土地利用を考慮して荷重条件を設

定する必要がある。 

排水 

放流 

オリフィス 

自然排水が可能な場合に設置する貯留槽の側壁等に設けた流

出口。 

放流量が、放流先の受入可能量を上回らないように設計し、

オリフィスの径を算定する。 

オリフィスの径が小さいと、閉塞の原因となるため、最小径

を４０ｍｍとする。 

ポンプ 

自然排水が困難な場合に設置する排水設備。運転方法等によ

り治水効果が発揮できない事例があるため、設計段階で１台

当たりの排水量や、２台同時運転の制御等に関する仕様を明

確にしておく必要がある。 

なお、ポンプ排水の場合であってもオリフィスを設置し、所

定の排水量となる構造とすることを原則とする。 

オーバーフロー管 オリフィスの閉塞が起こった場合やポンプが故障し、正常に

放流できなかった場合に、計画貯留水深を超えないように放

流先へ確実に自然流下できる排水口となる。 流入口から雨

水が逆流しないようにする。 

余水吐 

維持管理 人孔等 貯留槽内部の清掃や点検時に使用する維持管理用の設備。 
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図３－３．地下貯留施設の概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

側溝 

建物 

流入ます 

貯留槽 

人孔 

オリフィス 

余水吐き 

放流先 

（敷地内） （敷地外） 
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３）地表面貯留 

【解説】 

地表面貯留は、小堤又は浅い掘込みにより地表面に雨水を集水し貯留する施設である。 

小堤には土構造とコンクリート構造とがある。掘込み式では、浅く掘削することにより貯

留する。 

主な設置箇所として、駐車場、集合住宅の棟間、公園等が挙げられる。本来の土地利用へ

の配慮、貯留時の利用者の安全確保が必要である。 

 

図３－４．地表面貯留の主な構造（左：盛土小堤 右：コンクリート小堤） 

 

表３－３．地表面貯留の特徴 

主な特徴 
・地下貯留に比べ施工費・材料費等のコストが安い 

・貯留時に本来の利用ができない場合がある 

留意点 

・貯留限界水深に注意が必要 

（目安：屋外運動場 0.3m、駐車場 0.1m） 

・排水部の点検頻度が高くなければいけない 

・降雨後の水はけを速やかに行うことのできる工夫が必要である 

・土構造の小堤では、降雨による浸食などを防止するため、芝を張る等 

の法面保護が必要である 

・校庭貯留では、表面の土の流出を防ぐ必要がある 

・バリアフリー新法を考慮する必要がある（道路幅、勾配など） 

・景観に与える影響等に留意する必要がある 

・説明看板を設置して降雨時に雨水がたまることを示すことが安全上必 

要である 

 

 

 

 

小堤又は浅い掘込みにより貯留する施設を地表面貯留施設という。地表面貯留施設に

は、駐車場貯留、棟間貯留、公園貯留等がある。 
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１）貯留施設の基本事項 

【解説】 

貯留施設の設計に当っては、事前に工事箇所周辺の下水道の整備状況や雨水の排出先の確認

を行っておく必要がある。また、貯留施設の方式についても、地下貯留、砕石貯留、地表面貯

留等、様々な方式があるため、土地利用形態や地形、雨水排出先の状況に応じて最適な設計を

行う必要がある。また、設置後の維持管理が良好に行えるよう考慮することも重要である。 

 

２）砕石貯留を行う場合の貯留量の算出方法 

【解説】 

(1)貯留施設の貯留量 

貯留施設の貯留量は、以下の式により算出する。 

 

Ｖｃ＝Ａｃ×Ｈ×（ｎ／１００） 

Ｖｃ：貯留施設の貯留量（ｍ３） 

Ａｃ：貯留面積（ｍ２） 

Ｈ ：貯留施設の水深（ｍ） 

ｎ ：空隙率（％） 

 

 

図４－１．貯留施設の貯留量 

第４章 貯留施設の設計 

貯留施設は、貯留部と排水部からなる施設とする。 

貯留施設には、地表面に貯留する地表面貯留施設と地下に貯留する地下貯留施設とがあ

る。これらの施設は、貯留時における利用者の安全確保並びに、本来の土地利用機能への配

慮及び流出抑制効果を考慮して、設計貯留量を満たすよう設計すること。また、良好な維持

管理が可能な構造や設置場所とすること。 

砕石貯留とは、掘削し、砕石を充填し、地下に空隙を設ける貯留施設をいう。砕石貯留等

の、貯留構造体の空隙に雨水貯留を行う場合には、砕石部分の体積に空隙率を乗じて貯留量

を算出する。 
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(2) 空隙率 

・地下貯留施設の空隙率は、各工法に応じた値を用いる。 

・砕石の空隙率は充填材に使用する砕石の種類によるが、単粒度砕石は３０％から４０％程度

（公益社団法人雨水貯留浸透技術協会 雨水浸透施設技術指針(案)調査・計画編より）であ

るので、平均的に３５％を用いるものとする。なお、充填材の空隙率を証明できる資料があ

れば、証明される空隙率を用いることが出来る。 

 

３）許容放流量 

【解説】 

Ｑｄ＝Ｑｄ’× ａ 

Ｑｄ ：許容放流量（ｍ３／ｓ） 

Ｑｄ’：１ｈａ当たりの許容放流量（０．０２７８ｍ３／ｓ／ｈａ） 

ａ ：対象となる土地又は敷地の面積（ｈａ） 

 

      ※１ｈａ当たりの許容放流量（Ｑｄ’） 

    開発許可申請の手引き（防災調整池の設計より） 

    ｒｃ：下流許容放流量に対応する降雨強度(ｍｍ／ｈｒ) 

         ｒｃ＝１０ｍｍ／ｈｒ未満の場合は１０ｍｍ／ｈｒとする。 

    よって、０．０１０ｍ／ｈｒ×１０，０００㎡÷３，６００秒 

Ｑｄ’＝０．０２７８ｍ３／ｓ／ｈａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貯留施設等からの許容放流量は、以下の許容放流量に対して放流口（オリフィス）を設け

るものとする。 
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４）排水施設 

【解説】 

排水施設は、排水先の水位等に応じて適切に排水方式を定めるとともに、下流管きょの構造

や流下能力を確保し所要の流量を確実に排水する必要がある。 

排水方式は、自然流下方式を原則とするが、排水先の水位等により自然排水が困難な場合に

は、ポンプ排水方式もしくは両者の併用方式を選定する。また、排水先となる下流管きょの構

造や流下能力を確認し、排水量が放流先の流下能力を上回らないように排水する。特に下流管

きょが満管となり、溢水しないように注意する。また、下水からの逆流した臭気が敷地内へ発

散しないようにする。（※合流式下水道地区の場合） 

 

 (1) 自然流下方式 

自然流下方式の場合は、排水管、オーバーフロー管、オリフィスからなる排水槽を設けるも

のとする。自然流下方式の設置例を次の図４－２に示す。 

 

 

図４－２．雨水貯留施設と排水施設図 

 

 

 

 

 

 

 

 

排水施設は、所定の流量を確実に排水できるよう、以下の項目について適正な排水方式の

設計を行う。なお、排水方式の設計については、下記の２つの排水方式がある。 

(1) 自然流下方式 

(2) ポンプ排水方式 
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＜オリフィスについて＞ 

  放流口となるオリフィスの断面積の上限は、以下の式により求める。 

また、図４－３にオリフィスの説明図を示す。 

 

Ａ ＝ Ｑｄ÷（ Ｃ× ２×ｇ×ｈ ） 

 

Ａ ：放流口の断面積（ｍ２） 

矩形の場合：放流口幅Ｂ×高さＤ 

円形の場合：直径Ｄ２×π÷４ 

※詰まり等を考慮し放流口の最小は、矩形の場合は辺長４０ｍｍ、円形の

場合は直径４０ｍｍとする。 

Ｑｄ ：許容放流量（ｍ３/ｓ）：第４章３）の式より求める 

Ｃ ：完全潜りオリフィスの流量係数（０．６） 

ｇ ：重力加速度（９．８０ｍ/ｓ２） 

ｈ ：貯留施設の計画高水位から放流口中心までの差（ｍ）[Ｈ－Ｄ／２] 

Ｈ ：貯留施設の水深（水面～オリフィス底の水深）（ｍ） 

Ｄ ：放流口（オリフィス）の高さ又は直径（ｍ） 

 

 

図４－３．オリフィス説明図（例） 
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(2) ポンプ排水方式 

自然流下による排水が困難な場合は、ポンプによる排水を行う。ポンプの能力や仕様につい

ては、別途協議すること。 

また、ポンプの故障や計画以上の雨水が流入した場合に貯留槽の設計貯水位を超えないよう

に自然流下によるオーバーフロー管等を設置する。自然流下によるオーバーフロー管等が設置

できない場合は、緊急用ポンプの設置を検討する。 

ポンプ設備を有する地下貯留槽における設計上必要な要件は、次のとおりである。 

・ポンプの運転制御はフロートスイッチ等による自動運転とする。 

・ポンプの運転は放流量の制限を越えないような制御とする。 

・降雨に備え、常時は貯留槽を空にしておく。 

・ポンプの故障や計画以上の雨量が流入することにより設計貯水位を超えないような構造と

し、安全を確保する。 

・ポンプのメンテナンスがしやすい構造にする（タラップの設置や照明をかけるフックの設

置など）。 

ポンプ設置例を次の図４－４に示す。 

 

 

図４－４．ポンプ排水による地下貯留槽の例 
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１）透水性舗装 

 

 

 

 

＜舗装構成（例）＞ 

構成 表層 路盤 フィルター層 舗装厚(cm) 

歩道部 

（一般部） 

開粒度 As 

t=4cm 

再生砕石(RC-30) 

 t=10cm 

再生砂 

t=5cm 
t=19cm 

歩道部 

（車両乗入部） 

ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ 

t=4cm 

再生砕石(RC-40) 

 t=15cm 

再生砂 

t=5cm 
t=24cm 

交通量の少ない

車道部 

ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ 

t=5cm 

粒度調整砕石 

t=10cm 

再生砕石(RC-30) 

t=10cm 
t=25cm 

 

図５－１に透水性舗装の舗装構成を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－１．舗装構成図（透水性舗装） 

第５章 雨水浸透施設の設計・施工 

透水性舗装の舗装構成を参考として示す。 

舗装材料、構造は、路床から砂、再生クラッシャラン、アスファルト混合物（開粒度 As、

ポーラスアスコン）の順とする。 

図

・表層（再生密粒度As)t=3cm ・表層（開粒度アスコン)t=4cm

= =

・路盤（再生砕石RC-30)t=10cm ・路盤（再生砕石 RC-30)t=10cm

= =

= ・フィルター層（再生砂)t=5cm

=

=

比

291,400円

歩道舗装（一般部）　経済比較

令和３年４月単価（１００㎡当り）　単位：円

通常舗装（再生密粒度As） 透水性舗装（開粒度As）

1.00 1.56

直
接
工
事
費

　100㎡×1,171円 117,100円 　100㎡×1,550円 155,000円

　100㎡×700円 70,000円 　100㎡×700円 70,000円

計 187,100円

　100㎡×664円 66,400円

計

歩道（透水性舗装）

5
0
1
0
0
4
0

1
9
0

表層（開粒度アスコン top13）t=4cm

路盤（再生砕石 RC-30)t=10cm

フィルター層（再生砂）t=5cm

1
0
0
3
0

表層（再生密粒度アスコン top13）t=3cm

1
3
0

路盤（再生砕石RC-30) t=10cm

図

・表層（再生密粒度As)t=5cm ・表層（ポーラスアスコン)t=5cm

= =

・路盤（水硬性粒度調整スラグ HMS-25)t=10cm ・上層路盤（粒度調整砕石)t=10cm

= =

= ・下層路盤（再生砕石RC-30)t=10cm

=

=

比 1.00 1.48

　100㎡×424円 42,400円

計 214,500円

計 318,300円

車道舗装　経済比較

令和３年４月単価（１００㎡当り）　単位：円

通常舗装（再生密粒度As） 透水性舗装（ポーラスAs）

　100㎡×2,257円 225,700円

直
接
工
事
費

158,500円　100㎡×1,585円

　100㎡×560円 56,000円 　100㎡×502円 50,200円

車道（透水性舗装）

1
0
0
1
0
0
5
0

2
5
0

表層（ポーラスアスコン top13）t=5cm

上層路盤（粒度調整砕石) t=10cm

下層路盤（再生砕石 RC-30) t=10cm

等値換算係数 TA=5×1.0+10×0.35+10×0.25=11
※N2交通（設計CBR=4)の目標TA → 11

車道（通常舗装）

1
0
0
5
0

表層（再生密粒度アスコン top20）t=5cm

路盤（水硬性粒度調整スラグ HMS-25) t=10cm

等値換算係数 TA=5×1.0+10×0.55=10.5

歩道部（一般部） 

交通量の少ない車道部 
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２）浸透ます 

 

 

 

 

 

 

 

図５－２ に、浸透ますの例を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－２．浸透ますの例 

 

３）浸透トレンチ 

 

 

 

 

 

 

図５－３に、浸透トレンチの例を示す。 

 

 

  

(1)浸透ますは、ますの周辺を砕石で充填し、集水した雨水をその底部及び側面から地表の

比較的浅い部分に浸透させるものである。 

(2)ます本体は、有孔コンクリートやポーラスコンクリートを用いる場合が多く、その形状

は丸形と角形がある。 

(3)ますの上部構造は、その集水目的に応じて宅地ます、U型ます、街渠ます等の通常の側溝

及びます蓋を使用する。 

図参照：雨水浸透施設技術指針

[案]調査・計画編より（公益社団

法人 雨水貯留浸透技術協会） 

(1)浸透トレンチは、掘削した溝に砕石を充填し、さらにこの中に流入水を均一に分散させ

るために透水性の管を敷設したものである。 

(2)透水管は有孔管又はポーラス管を標準とするが、管底部は懸濁物質が砕石中へ流入する

のを防止するために原則として透水構造とはしない。 

(3)砕石の全面をくるむように透水シートを敷設し、普通土で埋め戻す。 

図５－３．浸透トレンチの例 

図参照：雨水浸透施設技術指針

[案]調査・計画編より（公益社団

法人 雨水貯留浸透技術協会） 
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４）浸透側溝 

 

 

 

 

図５－４に、浸透側溝の例を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－４．浸透側溝の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浸透側溝（Ｕ型溝）の構造は、原則として図５－４による。 

透水性のコンクリート材を用い、側溝底面及び側面を砕石で充填し、集水した雨水をその

底面及び側面より浸透させる側溝類である。 

図参照：雨水浸透施設技術指針

[案]調査・計画編より（公益社団

法人 雨水貯留浸透技術協会） 

29



 
 

 

 

１）清掃 

【解説】 

貯留・浸透施設の機能を保持するための維持管理としては、排水溝および放流孔の清掃と土

砂除去等がある。浸透施設では、水洗洗浄方式により目詰まりを除去し、機能の維持、回復を

図ることが望ましい。なお、公園等との兼用施設となる場合は、機能維持だけでなく、利用者

の安全に配慮して管理を行う必要がある。 

維持管理のための点検には定期点検と非常時点検がある。定期点検は梅雨時期や台風シーズ

ンを考慮して年１回以上行い、別途、利用者等から施設の破損等の通報があった場合には非常

時点検を行い施設の補修を行う。点検、補修を効率的に行うためには維持管理のマニュアルを

作成し、それに従って行動することが有効である。 

 

(1)貯留施設の清掃 

点検結果に基づき、土砂、ゴミ、落葉等の清掃、放流施設等の詰まりの解消の他、周辺施設

の清掃を行うことが必要である。出水後は法面、放流孔に付着したゴミ類を取り除く。 

 

(2)浸透施設の清掃 

点検結果に基づき、浸透施設の機能維持を目的として清掃を行う。清掃内容は、土砂、ゴ

ミ、落葉等の清掃、目詰まり防止装置等の詰まりの解消があり、同時に周辺施設の清掃を行う

ことが重要である。高圧洗浄機を使用する場合には目詰まり原因となる微細な土などを浸透面

に押し込んだりして浸透機能が低下しないよう注意が必要である。 

 

 

２）機能回復 

【解説】 

貯留施設は、オリフィスが破損、閉塞すると機能しなくなる。また浸透施設は、浸透面が破

損して目詰まりを起こすと浸透能力が低下する。そこで、施設の破損等が見られた場合には補

修等を行いその機能回復に努める必要がある。 

 

 

 

 

第６章 維持管理 

貯留・浸透施設の管理者は、流出抑制機能を保持するために清掃等の維持管理を行う。 

貯留・浸透施設は、施設の破損や沈下等によりその機能が発揮できなくなった時は、速や

かに補修等により機能回復を図る。 
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(1)貯留施設の機能回復 

排水溝、放流孔付近の清掃、土砂除去により機能回復を図る。又､施設の破損や地表面の陥

没、沈下が発生した場合には補修を行う。補修で対応できないものは交換や新規に設置しなお

す。特に放流施設の破損は雨水流出抑制機能に影響を与えるため、早急な対応が必要である。

また、貯留部の周囲堤に亀裂が見られる場合には決壊のおそれも考えられるので早急に補修を

行うなどの対応が必要である。 

 

(2)浸透施設の機能回復 

浸透施設は、目詰まり等により浸透機能が低下し、水が溜まったり、地区外へ溢水すること

が考えられる。浸透施設は、外見だけでは機能の低下を判断しにくいため、施設の構造形式や

土地利用、浸透施設への流入水の性状を十分把握して清掃、洗浄等により機能維持、回復を図

ることが必要である。施設の破損や地表面の陥没、沈下が発生した場合には補修を行い、補修

で対応できないものは交換や新規に設置しなおすなどの対応が必要となってくる。 
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１）実際に設置する貯留施設の貯留量 

 

表７－１．貯留施設の必要貯留量 

 

実際に設置する貯留施設の貯留量は以下の式により算出する。端数処理は、小数点第２位を

切り捨てる。 

 

実際に設置する貯留施設の貯留量 

＝敷地面積 ×単位面積当たりの必要貯留量 － 緑地等の面積 ×単位面積当たりの低減量 

 

 Ｖ＝Ｖ１－Ｖ２ 

＝ａ×Ｘ－Σ（ａｎ×Ｙｎ） 

Ｖ ：実際に設置する貯留施設の貯留量（ｍ３） 

Ｖ１ ：必要貯留量（ｍ３） 

Ｖ２ ：低減量の合計（ｍ３） 

※低減措置対象となる緑地等がない場合は、Ｖ２＝０となる。 

ａ ：敷地面積（ｍ２） 

Ｘ ：単位面積当たりの必要貯留量（ｍ３/ｍ２） 

ａｎ ：緑地等の低減対象の面積（ｍ２） 

Ｙｎ ：単位面積当たりの低減量（ｍ３/ｍ２） 

 

表７－２．低減措置 

緑地等の種類 低減量（１㎡当たり） 

緑地 ０．０５ｍ３／㎡ 

透水性舗装 ０．０２ｍ３／㎡ 

舗装、コンクリート等で覆われていない地山の状態 ０．０１ｍ３／㎡ 

 

 

現況の敷地の状況 必要貯留量：（単位面積当たり） 

原則 ２５０ｍ３／ｈａ ０．０２５ｍ３／㎡ 

現況の敷地に構造物等がある場合 １５０ｍ３／ｈａ ０．０１５ｍ３／㎡ 

第７章 その他（計算事例） 
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２）計算例 

 

対象となる敷地に対して、以下のような土地利用をしている場合 

敷地面積 （ａ）          3,000 ｍ２  

（ 現況の敷地に構造物等がない場合 ） 

単位面積当たりの必要貯留量（Ｘ）   250 ｍ３/ha（ 0.025ｍ３/ｍ２ ） 

緑 地 （ａ１）                      200 ｍ２ 

透水性舗装 （ａ２）                 150 ｍ２ 

裸 地 （ａ３）                       50 ｍ２ 

 

(1)低減量の合計（Ｖ２） 

Ｖ２＝Σ（Ｙｎ×Ａｎ） 

＝（200×0.05＋150×0.02＋50×0.01）＝ 13.5 ｍ３ 

 

(2) 実際に設置する貯留施設の貯留量（Ｖ） 

Ｖ ＝ａ×Ｘ－Ｖ２ ＝3,000×0.025－13.5 ＝61.5 ｍ３ 

※よって、61.5 ｍ３ 以上の容量の貯留施設が必要となる。 

 

 

(3)砕石貯留施設の貯留量（Ｖｃ） 

Ｖｃ ＝ Ａｃ×Ｈ×（ｎ／100） 

＝180×1.0×0.35＝63 ｍ３ ＞ Ｖ ............ ＯＫ 

Ｖｃ ：砕石貯留施設の貯留量（ｍ３） 

Ａｃ ：貯留面積（ｍ２） 

Ｈ ：貯留施設の水深 （ｍ） 

ｎ ：空隙率（％） 35％（ 砕石貯留の場合 ） 

 

透水性舗装 150㎡ 

建築物等 

裸地 
50㎡ 

土地 
緑地 

200㎡ 

対象となる面積 3,000 ㎡ 

計算例の計画諸元 

・敷地面積：3,000 ㎡ 

・緑地面積：200 ㎡ 

・透水性舗装面積：150㎡ 

・裸地面積：50㎡ 

地下貯留 

貯留面積 180㎡ 

貯留平均水深 1.0m 

 
第４章２）砕石貯留等を行う場合の貯留

量の算出方法より 
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(4)許容放流量（Ｑｄ） 

Ｑｄ＝Ｑｄ’×ａ 

＝0.0278×3,000/10,000＝0.0083 

Ｑｄ ：許容放流量（ｍ３/ｓ） 

Ｑｄ’：ha 当り許容放流量（0.0278ｍ３/ｓ/ha） 

ａ ：3,000 ｍ２（ 敷地面積：0.3（ha）） 

 

(5)オリフィスの設計径 

まず Ｄ＝200ｍｍと仮定し計算 

Ａ＝Ｑｄ÷（0.60× 2×9.8×ｈ ） 

＝0.0083÷（0.60× 2×9.8×0.90 ) 

＝0.0033 

Ｄ’＝2× 0.0033÷π ×1,000 ≒ 64.8 

Ａ ：放流口（オリフィス）の断面積（ｍ２） 

※ Ｄ＞Ｄ’であることから、オリフィスの 

直径 200ｍｍでは不適である。 

 

（繰り返し計算） 

再度 Ｄ＝50ｍｍと仮定し計算 

Ａ＝Ｑｄ÷（0.60× 2×9.8×ｈ ） 

＝0.0083÷（0.60× 2×9.8×0.975 ) 

＝0.0032 

Ｄ’＝2× 0.0032÷π ×1,000 ≒ 63.8 

Ａ ：放流口（オリフィス）の断面積（ｍ２） 

※ Ｄ’＞Ｄ であることから、 

オリフィスの直径 50ｍｍと決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第４章３）許容放流量より 

 第４章４）（１）オリフィスについてより 

オリフィス直径 

D=200mm 

H=
1
.
0
0
m 

H
=
0
.
9
0
m 

▽ 

H=
1.
00
m 

▽ 

H=
0.
97
5m
 

オリフィス直径 

D=50mm 

34



 
 

[添付資料] 

 

１）倉敷市総合浸水対策の推進に関する条例 

２）倉敷市総合浸水対策の推進に関する条例施行規則 

３）様式について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35



 
 

１）倉敷市総合浸水対策の推進に関する条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36



 

倉敷市総合浸水対策の推進に関する条例をここに公布する。 

   令和４年３月１８日 

                      倉敷市長 伊 東 香 織         

 

倉敷市条例第５号 

倉敷市総合浸水対策の推進に関する条例 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条―第６条） 

 第２章 総合浸水対策の基本的な施策等（第７条―第１３条） 

 第３章 開発行為等における雨水排水計画の協議等（第１４条―第１８条） 

 第４章 総合浸水対策の推進に関する支援等（第１９条・第２０条） 

 第５章 倉敷市総合浸水対策推進協議会（第２１条―第２６条） 

 第６章 雑則（第２７条） 

 附則 

水は，生命の源であり，豊かな緑や多様な生物を育み，私たちの生活に大きな恩恵をもたら

す一方で，時としてその表情を一変させ，人知を超えた猛威を振るい，私たちの生命や財産を

脅かすことがある。 

近年の気候変動に伴い激しさを増した大雨によって，全国各地で大規模な水害が発生し，本

市においても，平成３０年７月豪雨は，未曽有の水害となった。 

今後も，大雨の発生頻度の増加が懸念されることに加え，都市化の進展により，市街地にお

ける農地の宅地化が進むなど，雨水を一時的に貯留し，又は地下に浸透させることができる土

地が減少していることから，浸水被害の予防及び軽減を図るためには，総合的な浸水対策が喫

緊の課題となっている。 

こうした状況を踏まえ，市，市民及び事業者がそれぞれの役割を果たし，一体となって総合

的に浸水対策を推進することにより，市民が将来にわたって安心して暮らすことができるまち

を実現するため，この条例を制定する。 

   第１章 総則 

 （目的） 
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第１条 この条例は，本市における総合浸水対策の推進に関し，基本理念を定め，市，市民及

び事業者の責務を明らかにするとともに，総合浸水対策を推進するための基本となる事項等

を定めることにより，浸水被害の予防及び軽減を図り，もって市民が安心して暮らすことが

できるまちの実現に資することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。 

(１) 総合浸水対策 河川及び下水道その他の排水施設（以下「河川及び下水道等」という。

）の整備のほか，地下に浸透しないで流出する雨水の抑制，水防体制の強化その他の浸水

被害の予防及び軽減を図るための総合的な対策をいう。 

 (２) 雨水流出抑制施設 雨水を一時的に貯留し，又は地下に浸透させる機能を有する施設

で，浸水被害の軽減を目的とするものをいう。 

 (３) 建築物 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１号に規定する建築物を

いう。 

 (４) 開発行為等 次に掲げる行為をいう。 

  ア 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４条第１２項に規定する開発行為 

  イ 宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第２条第２号に規定する宅地造成 

  ウ 墓地（墓地、埋葬等に関する法律（昭和２３年法律第４８号）第２条第５項に規定す

る墓地をいう。）の造成 

エ 建築物の建築（建築基準法第２条第１３号に規定する建築をいう。） 

  オ 倉敷市埋立行為等の規制に関する条例（平成２０年倉敷市条例第５２号）第２条第２

号に規定する埋立行為等 

  カ 駐車場（道路（道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第２条第１項第１号に規定

する道路をいう。）の路面外に設置される自動車（同条第１項第９号に規定する自動車

をいう。）の駐車のための施設（住宅の敷地又は当該敷地に隣接する土地において当該

住宅の居住者の利用に供されるものを除く。）をいう。）の設置 

  キ 土地の舗装（コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆うことをいい，ア，イ，ウ，

オ又はカに該当するものを除く。） 

 （基本理念） 

第３条 総合浸水対策は，本市の豊かな水資源及びその良好な循環が保全されるよう配慮しな
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がら，自然と人とが共生する中で，市民が安心して暮らすことができるまちづくりを推進す

ることを基本として行われなければならない。 

２ 総合浸水対策は，市，市民及び事業者の一体的な取組が重要であることに鑑み，これらの

者の相互の理解と連携の下，協働して行われなければならない。 

 （市の責務） 

第４条 市は，前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり，総合浸水

対策を推進するために必要な施策を策定し，実施しなければならない。 

２ 市は，前項の規定により策定する施策に市民及び事業者の意見を反映させるよう努めると

ともに，その施策の実施に当たっては，市民及び事業者の理解と協力を得るよう努めなけれ

ばならない。 

３ 市は，広報その他の活動を通じ，総合浸水対策の必要性について，市民及び事業者に対し

て意識の啓発に努めなければならない。 

 （市民の責務） 

第５条 市民は，基本理念にのっとり，総合浸水対策についての理解及び関心を深め，総合浸

水対策の推進に努めるとともに，本市が実施する総合浸水対策に関する施策に協力するよう

努めなければならない。 

 （事業者の責務） 

第６条 事業者は，基本理念にのっとり，地域社会の一員として，市民と共に総合浸水対策の

推進に努めるとともに，本市が実施する総合浸水対策に関する施策に協力するよう努めなけ

ればならない。 

第２章 総合浸水対策の基本的な施策等 

 （基本計画の策定） 

第７条 市長は，総合浸水対策の総合的かつ計画的な推進を図るため，総合浸水対策に関する

基本的な計画（以下「基本計画」という。）を定めるものとする。 

２ 基本計画は，次に掲げる事項について定めるものとする。 

 (１) 浸水被害の予防及び軽減のための基本方針 

 (２) 河川及び下水道等の整備に関する事項 

 (３) 雨水流出抑制施設の設置の促進に関する事項 

 (４) 森林，農地，緑地等が有する保水及び遊水の機能（雨水を一時的に貯留し，又は地下
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に浸透させる機能をいう。以下同じ。）の保持に関する事項 

 (５) 水防体制及び避難体制の強化並びに市民及び事業者に対する啓発に関する事項 

 (６) 前各号に掲げるもののほか，総合浸水対策を推進するために必要な事項 

３ 市長は，基本計画を定めようとするときは，第２１条に規定する倉敷市総合浸水対策推進

協議会の意見を聴かなければならない。 

４ 市長は，基本計画を定めるに当たっては，市民及び事業者の意見を反映させるよう努める

ものとする。 

５ 市長は，基本計画を定めたときは，これを公表しなければならない。 

６ 前３項の規定は，基本計画の変更について準用する。 

 （河川及び下水道等の整備等） 

第８条 市長は，浸水被害の予防及び軽減を図るため，河川及び下水道等の必要な整備並びに

適切な管理に努めなければならない。 

２ 市長は，浸水被害の予防及び軽減を図るため，国又は岡山県等が管理する河川等の整備及

び適切な管理に努めるよう必要に応じて当該河川等の管理者に要請するものとする。 

（雨水流出抑制施設の設置等） 

第９条 市長は，地下に浸透しないで流出する雨水を抑制するため，本市が設置し，又は管理

する道路，公園，庁舎，教育施設その他の公共施設（以下「公共施設」という。）における

雨水流出抑制施設の設置に努めなければならない。 

２ 市長は，地下に浸透しないで流出する雨水を抑制するため，国及び他の地方公共団体（以

下「国等」という。）が本市の区域内において設置し，又は管理する公共施設における雨水

流出抑制施設の設置に関し，必要に応じて国等に協力を要請するものとする。 

３ 本市の区域内に存する土地又は建築物の所有者又は占有者は，地下に浸透しないで流出す

る雨水を抑制するため，その所有し，若しくは占有する土地又は建築物の敷地における雨水

流出抑制施設の設置に努めなければならない。 

４ 雨水流出抑制施設を設置し，又は管理する者は，当該雨水流出抑制施設の適正な維持管理

に努めなければならない。 

 （河川等の水位調整等） 

第１０条 市長は，浸水被害を発生させるおそれがある降雨が想定される場合は，国及び岡山

県等と協力して，事前に河川及び児島湖の水位調整等の措置が図られるよう努めるものとす
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る。 

２ 市長は，浸水被害を発生させるおそれがある降雨が想定される場合は，用水を利用する者

の協力を得て，事前に農業用水路等の水位調整等の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 （森林等の機能の保全） 

第１１条 市長は，本市の区域内に存する森林，農地，緑地等（以下この条において「森林等

」という。）の所有者等と連携して，森林等が有する保水及び遊水の機能を適切に保全する

ことにより，その機能が維持されるよう努めなければならない。 

２ 森林等の所有者等は，森林等が有する保水及び遊水の機能を適切に保全し，その機能が維

持されるよう努めなければならない。 

 （緑化の推進） 

第１２条 市長は，雨水の地下への浸透の促進を図るため，公共施設の緑化の推進に努めなけ

ればならない。 

２ 市民及び事業者は，宅地，事業所等の敷地及び地域において，雨水の地下への浸透の促進

を図るため，緑化の推進に努めなければならない。 

 （水防体制の強化等） 

第１３条 市長は，浸水被害の予防及び軽減を図るため，水防体制，避難体制等の強化に取り

組むとともに，市民及び事業者の水防意識の啓発に努めなければならない。 

２ 市長は，降雨及び河川の水位等の情報を迅速かつ的確に収集するとともに，市民及び事業

者に対し，これらの情報を迅速に提供できる体制の構築に努めなければならない。 

３ 市民は，地域における防災活動の取組に積極的に参加するとともに，自助及び共助の意識

を高め，避難体制の強化に努めなければならない。 

４ 事業者は，その従業員の防災教育を推進するとともに，地域における防災活動の取組に協

力するよう努めなければならない。 

 第３章 開発行為等における雨水排水計画の協議等 

 （開発行為等の雨水排水計画の協議） 

第１４条 本市の区域内において，規則で定める規模以上の開発行為等を行おうとする者は，

あらかじめ，規則で定めるところにより当該開発行為等の実施に係る雨水を排水するための

計画（以下「雨水排水計画」という。）を記載した書類（以下「計画書」という。）を市長

に提出し，当該雨水排水計画について，市長と協議しなければならない。当該雨水排水計画
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の内容を変更しようとする者も，また同様とする。 

２ 前項の開発行為等を行おうとする者は，当該開発行為等に係る雨水排水計画の内容を規則

で定める浸水被害の予防及び軽減を図るための雨水の排水に係る技術上の基準（以下「技術

基準」という。）に適合させなければならない。 

３ 第１項の規定による協議をした者は，雨水排水計画に従い，開発行為等を行わなければな

らない。 

４ 第１項の規定による協議をした者は，開発行為等の着手の日から完了の日までの間，工事

現場の公衆の見やすい場所に雨水排水計画の概要を記載した所定の標識を掲示しなければな

らない。 

５ 第１項の規定は，次の各号のいずれかに該当する開発行為等を行おうとする者については，

適用しない。 

 (１) 通常の管理行為又は軽易な行為で，規則で定めるもの 

 (２) 非常災害のために必要な応急措置として行うもの 

 (３) その他市長が規則で定めるもの 

（勧告） 

第１５条 市長は，前条第１項の規定による協議をせず，又は虚偽の計画書による協議をした

者に対し，期限を定め，必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 

２ 市長は，前条第１項の規定による協議をした場合において，技術基準に適合しないと認め

るときは，当該協議をした者に対し，期限を定め，必要な措置を講ずるよう勧告することが

できる。 

３ 市長は，前条第３項の規定に違反した者に対し，期限を定め，必要な措置を講ずるよう勧

告することができる。 

 （命令） 

第１６条 市長は，前条の規定による勧告を受けた者が，正当な理由なく当該勧告に従わない

ときは，期限を定めて，当該勧告に従うよう命ずることができる。 

 （報告等） 

第１７条 第１４条第１項の規定による協議に係る開発行為等を完了した者は，その旨を所定

の工事完了報告書により市長に報告しなければならない。 

２ 前条の規定による命令を受けた者は，講じた措置について，所定の措置完了報告書により

42



 

市長に報告しなければならない。 

３ 市長は，前２項の規定により報告を受けた場合は，必要に応じて実地調査をするものとす

る。 

（公表） 

第１８条 市長は，第１６条の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは，次の

事項を公表することができる。 

 (１) 命令に従わない者の氏名又は名称 

 (２) 命令に従わない旨及びその命令の内容 

２ 市長は，前項の規定による公表をしようとするときは，あらかじめ，当該命令を受けた者

に意見を聴取する機会を付与するとともに，第２１条に規定する倉敷市総合浸水対策推進協

議会の意見を聴かなければならない。 

   第４章 総合浸水対策の推進に関する支援等 

 （国等との連携及び協議） 

第１９条 市長は，総合浸水対策を推進するため，国等と緊密な連携及び協力を図りながら，

総合浸水対策の推進に関する相互の施策の調整その他必要な事項について協議するものとす

る。 

 （市民及び事業者への支援） 

第２０条 市長は，総合浸水対策を推進するため必要があると認めるときは，市民及び事業者

に技術的な支援をし，又は必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 

第５章 倉敷市総合浸水対策推進協議会 

 （倉敷市総合浸水対策推進協議会の設置） 

第２１条 総合浸水対策を推進するため，倉敷市総合浸水対策推進協議会（以下「協議会」と

いう。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２２条 協議会は，次に掲げる事項を調査審議する。 

 (１) 基本計画に関する事項 

 (２) 第１８条第１項の規定による公表に関する事項 

 (３) 前２号に掲げるもののほか，総合浸水対策の推進に関し市長が必要と認める事項 

 （組織） 
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第２３条 協議会は，委員１０人以内で組織する。 

２ 委員は，次に掲げる者のうちから，市長が委嘱し，又は任命する。 

 (１) 学識経験を有する者 

 (２) 市民 

 (３) 事業者 

 (４) 関係行政機関の職員 

 (５) 前各号に掲げる者のほか，市長が必要と認める者 

３ 委員の任期は２年とし，補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし，再任を妨げ

ない。 

４ 委員は，その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も，また同様

とする。 

５ 市長において特別の事情があると認めるときは，委員の任期中でも解任することができる。 

 （会長及び副会長） 

第２４条 協議会に会長及び副会長各１人を置き，委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は，協議会を代表し，会務を総理する。 

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，その職務を

代理する。 

 （会議） 

第２５条 協議会の会議は，必要に応じて会長が招集し，会長が議長となる。 

２ 会議は，委員の過半数が出席しなければ，開くことができない。 

３ 会議の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところ

による。 

４ 会長が必要と認めるときは，関係者の出席又は資料の提出を求めることができる。 

 （協議会の運営の細目） 

第２６条 この条例に定めるもののほか，協議会の運営に関し必要な事項は，市長が別に定め

る。 

第６章 雑則 

 （委任） 

第２７条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 
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附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和４年４月１日から施行する。 

 （経過措置）  

２ 第３章の規定は，令和４年１０月１日以後に工事に着手する開発行為等について適用する。

ただし，同日において，次の各号のいずれかに該当する開発行為等については，適用しない。 

(１) 都市計画法第２９条第１項若しくは第２項の許可を受け，又は同法第３０条第１項の

申請書が市長に提出されている開発行為 

(２) 都市計画法第３４条の２第１項の協議が成立し，又は協議中と認められる開発行為 

(３) 宅地造成等規制法第８条第１項の許可を受け，又は宅地造成等規制法施行規則（昭和

３７年建設省令第３号）第４条の許可申請書が市長に提出されている宅地造成に関する工

事 

(４) 宅地造成等規制法第１１条の協議が成立し，又は協議中と認められる宅地造成に関す

る工事 

(５) 墓地、埋葬等に関する法律第１０条第１項の許可を受け，又は倉敷市墓地等の経営の

許可等に関する条例（平成１３年倉敷市条例第５２号）第８条第１項の経営許可申請書が

市長に提出されている墓地の造成に関する工事 

(６) 建築基準法第６条第１項の確認済証の交付を受け，又は同項の申請書が受理されてい

る工事 

(７) 建築基準法第１８条第３項の確認済証の交付を受け，又は同条第２項の規定による通

知を行っている工事 

(８) 倉敷市埋立行為等の規制に関する条例第６条第１項の許可を受け，又は同条第３項の

許可申請書が市長に提出されている埋立行為等 

 （会議の招集の特例） 

３ この条例による最初の会議は，第２５条第１項の規定にかかわらず，市長が招集する。 

 （関係条例の一部改正） 

４ 特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例（昭和４２年倉敷市条例

第２３号）の一部を次のように改正する。 

  別表下水道事業審議会の項の次に次のように加える。 
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総合浸水対策推進協議会委員 日額 ７,１００円 同上 
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２）倉敷市総合浸水対策の推進に関する条例施行規則 
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 倉敷市総合浸水対策の推進に関する条例施行規則をここに公布する。 

   令和４年３月１８日 

                      倉敷市長 伊 東 香 織         

 

倉敷市規則第１４号 

倉敷市総合浸水対策の推進に関する条例施行規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は，倉敷市総合浸水対策の推進に関する条例（令和４年倉敷市条例第５号。

以下「条例」という。）の施行に関し，必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則において使用する用語は，条例において使用する用語の例による。 

 （協議を要する開発行為等） 

第３条 条例第１４条第１項に規定する規則で定める規模は，開発行為等に係る土地又は敷地

の面積２，０００平方メートルとする。 

２ 次の各号に掲げる場合における当該各号に定める開発行為等は，前項の規定の適用につい

ては一の開発行為等とみなす。 

(１) 開発行為に係る都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定によ

る公告の日から１年以内に，当該開発行為の開発区域に隣接する土地について開発行為を

行う場合 当初の開発行為及び隣接する土地の開発行為 

(２) 開発行為と同時に駐車場，資材置場，畑等に利用する目的その他の主に建築物の建築

又は特定工作物（都市計画法第４条第１１項の「特定工作物」をいう。）の建設の用に供

する以外の目的で当該開発行為の開発区域に隣接する土地の区画形質を変更する場合 当

該開発行為及び隣接する土地の区画形質の変更 

(３) 宅地造成に係る宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第１３条第２項の検

査済証の交付の日から１年以内に，当該宅地造成の造成宅地に隣接する土地について宅地

造成を行う場合 当初の宅地造成及び隣接する土地の宅地造成 

(４) 墓地の造成に係る倉敷市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則（平成１３年倉

敷市規則第１０９号）第１４条の検査済証の交付の日から１年以内に，当該墓地に隣接す

る土地について墓地の造成を行う場合 当初の墓地の造成及び隣接する土地の墓地の造成 
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(５) 建築物の建築に係る建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項の確認済

証の交付の日から１年以内に，当該建築物の敷地に隣接する敷地において建築物の建築を

行い，又は当該建築物の敷地に隣接する土地の開発行為等を行う場合 当初の建築物の建

築及び隣接する敷地における建築物の建築又は隣接する土地の開発行為等 

(６) 埋立行為等に係る倉敷市埋立行為等の規制に関する条例（平成２０年倉敷市条例第５

２号）第１７条の検査済証の交付の日から１年以内に，当該埋立行為等の事業区域に隣接

する土地について埋立行為等を行う場合 当初の埋立行為等及び隣接する土地の埋立行為

等 

 (７) 駐車場の設置の工事の完了の日から１年以内に，当該駐車場に隣接する土地に駐車場

を設置する場合 当初の駐車場の設置及び隣接する土地への駐車場の設置 

 (８) 土地の舗装の工事の完了の日から１年以内に，当該舗装を行った土地に隣接する土地

の舗装を行う場合 当初の土地の舗装及び隣接する土地の舗装 

 （計画書の提出） 

第４条 条例第１４条第１項の規定による計画書の提出は，所定の雨水排水計画書に別表第１

に掲げる書類を添付して行うものとする。 

 （技術基準） 

第５条 条例第１４条第２項の規則で定める浸水被害の予防及び軽減を図るための雨水の排水

に係る技術上の基準は，別表第２に定めるとおりとする。 

 （軽易な行為等） 

第６条 条例第１４条第５項第１号の規則で定める行為は，次に掲げる行為とする。 

 (１) 都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号）第２２条各号の開発行為 

 (２) 建築基準法第６条第２項又は第８５条第２項の規定により同法第６条第１項の規定の

適用を受けない建築物の建築等 

 (３) 一時的に使用する目的で行う土地の舗装であって，使用後に原状に復するもの 

２ 条例第１４条第５項第３号の市長が規則で定めるものは，道路交通法（昭和３５年法律第

１０５号）第２条第１項第１号に規定する道路に関する土地の舗装とする。 

 （勧告） 

第７条 条例第１５条各項の規定による勧告は，所定の勧告書により行うものとする。 

 （命令） 
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第８条 条例第１６条の規定による命令は，所定の命令書により行うものとする。 

 （公表及び意見の聴取の機会の付与等） 

第９条 条例第１８条第１項の規定による公表は，本市のホームページに掲載する方法により

行うものとする。 

２ 条例第１８条第２項の規定による意見の聴取は，公表の対象となる者が意見を記載した書

面（以下「意見書」という。）を提出することにより行うものとする。 

３ 公表の対象となる者は，前項の意見書とともに，証拠書類等を提出することができる。 

４ 市長は，条例第１８条第２項の規定により意見の聴取の機会を付与するときは，意見書の

提出期限までに相当な期間をおいて，公表の対象となる者に対し，次に掲げる事項を，所定

の意見の聴取の機会の付与通知書により通知しなければならない。 

 (１) 予定される公表の内容 

 (２) 意見書の提出先及び提出期限 

 （その他） 

第１０条 この規則に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。 

   附 則 

 この規則は，令和４年４月１日から施行する。 

別表第１（第４条関係） 

図面等の種類 縮尺 記載すべき事項 

位置図 縮尺２，５００分の１

以上 

方位並びに開発行為等の場所の形状及び付近見取

図 

配置図 縮尺１，０００分の１

以上 

開発行為等の実施前及び実施後の境界線，主要構

造物の位置，建築物その他の工作物の位置並びに

土地の利用形態 

排水施設計画

平面図 

縮尺１，０００分の１

以上 

排水施設の位置，排水系統及び吐口の位置 

雨水流出抑制

施設の計画図 

縮尺１００分の１以上 雨水流出抑制施設の位置，形状，断面及び放流口

の構造 

 備考 図面には縮尺を記入すること。 

別表第２（第５条関係） 

50



 浸水被害の予防及び軽減を図るための雨水の排水に係る技術上の基準 

１ 基本的事項 

  (１) 開発行為等（分譲住宅地に係るものを除く。）について雨水排水計画に記載する雨

水の排水に係る施設は，雨水流出抑制施設とする。 

  (２) 雨水流出抑制施設は，貯留施設を原則とする。 

 (３) 貯留施設の必要貯留量（貯留施設に貯める必要がある雨水の量をいう。以下同じ。

）は，２の項のとおりとする。 

 (４) 貯留施設からの排水は，放流口からの自然放流（高低差により自然に雨水が放流さ

れることをいう。以下同じ。）を原則とする。ただし，自然放流が困難な場合は，本市

との協議により定めた方法によるものとする。 

２ 貯留施設の必要貯留量 

  (１) 貯留施設の必要貯留量は，１ヘクタール当たり２５０立方メートルとする。ただし，

現況の敷地に構造物等がある場合は，１ヘクタール当たり１５０立方メートルとする。 

  (２) 開発行為等に係る土地又は敷地に緑地等を設けた場合は，次の表の左欄に掲げる緑

地等の種類に応じ，当該緑地等の面積に１平方メートル当たり同表の右欄に定める低減

量を乗じて得た体積を（１）の必要貯留量から控除することができる。 

緑地等の種類 低減量（１平方メートル当たり） 

緑地 ０．０５立方メートル 

透水性舗装 ０．０２立方メートル 

舗装，コンクリート等で覆われていない地

山の状態 

０．０１立方メートル 
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３）様式について 
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様式第１号（倉敷市総合浸水対策の推進に関する条例施行規則 第４条関係） 

雨 水 排 水 計 画 書 

年  月  日 

倉敷市長 あて 

申出人  住所（法人にあっては主たる事務所の所在地） 

 

氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名） 

 

連絡先 

 

代理人  住所（法人にあっては主たる事務所の所在地） 

 

氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名） 

 

連絡先 

 

倉敷市総合浸水対策の推進に関する条例（令和４年倉敷市条例第５号）第１４条第１

項の規定により，次のとおり雨水排水計画書を提出し，協議を申し出ます。 

計画の区分 □ 新規      □変更 

開発行為等の種別 □ 開発行為 

□ 宅地造成 

□ 墓地の造成 

□ 建築物の建築（□新築 □増築 □改築 □移転） 

□ 埋立行為等 

□ 駐車場の設置 

□ 土地の舗装 

開発行為等の場所  

開発行為等の目的  

開発行為等に係る土地の面積（建

築物の建築にあっては当該建築に

係る敷地の面積） 

          ｍ2  

開発行為等の期間    年  月  日から   年  月  日まで 

開発行為等の設計者の住所及び氏

名 

 

 

必要貯留量  

低減量  

実際に設置する貯留施設の貯留量  

添付書類 位置図 配置図  

排水施設計画平面図 雨水流出抑制施設の計画図 

備考 □の該当する箇所にレを記入して下さい。 
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様式第２号（倉敷市総合浸水対策の推進に関する条例施行規則 第７条関係） 

勧 告 書 

浸対 第  号 

年  月  日 

住所（法人にあっては主たる事務所の所在地） 

 

氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名） 

                     様 

 

倉敷市長            印 

 

倉敷市総合浸水対策の推進に関する条例（令和４年倉敷市条例第５号）第１５条の規

定により，  年  月  日までに次の措置を講ずるよう勧告します。 

（措置） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 

倉敷市総合浸水対策の推進に関する条例（抜粋） 

(開発行為等の雨水排水計画の協議) 

第14条 本市の区域内において，規則で定める規模以上の開発行為等を行おうとする者は，あらかじめ，規

則で定めるところにより当該開発行為等の実施に係る雨水を排水するための計画（以下「雨水排水計画」

という。）を記載した書類（以下「計画書」という。）を市長に提出し，当該雨水排水計画について，市

長と協議しなければならない。当該雨水排水計画の内容を変更しようとする者も，また同様とする。 

3 第１項の規定による協議をした者は，雨水排水計画に従い，開発行為等を行わなければならない。 

(勧告) 

第15条 市長は，前条第１項の規定による協議をせず，又は虚偽の計画書による協議をした者に対し，期限

を定め，必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 

2 市長は，前条第１項の規定による協議をした場合において，技術基準に適合しないと認めるときは，当該

協議をした者に対し，期限を定め，必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 

3 市長は，前条第３項の規定に違反した者に対し，期限を定め，必要な措置を講ずるよう勧告することがで

きる。 
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様式第３号（倉敷市総合浸水対策の推進に関する条例施行規則 第８条関係） 

命 令 書 

浸対 第  号 

年  月  日 

住所（法人にあっては主たる事務所の所在地） 

 

氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名） 

                     様 

 

倉敷市長            印 

 

あなたは，  年  月  日に，倉敷市総合浸水対策の推進に関する条例（令和４

年倉敷市条例第５号）第１５条第  項の規定により，  年  月  日までに次の措

置を講ずるよう勧告を受けましたが，正当な理由がなく当該勧告に従わないので，同条例

第１６条の規定により，  年  月  日までに，当該勧告に従うよう命令します。 

（措置） 

 

 

 

 

（参考） 

倉敷市総合浸水対策の推進に関する条例（抜粋） 

(開発行為等の雨水排水計画の協議) 

第 14 条 本市の区域内において，規則で定める規模以上の開発行為等を行おうとする者は，あらかじめ，規

則で定めるところにより当該開発行為等の実施に係る雨水を排水するための計画（以下「雨水排水計画」

という。）を記載した書類（以下「計画書」という。）を市長に提出し，当該雨水排水計画について，市

長と協議しなければならない。当該雨水排水計画の内容を変更しようとする者も，また同様とする。 

3 第１項の規定による協議をした者は，雨水排水計画に従い，開発行為等を行わなければならない。 

(勧告) 

第 15 条 市長は，前条第１項の規定による協議をせず，又は虚偽の計画書による協議をした者に対し，期限

を定め，必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 

2 市長は，前条第１項の規定による協議をした場合において，技術基準に適合しないと認めるときは，当該

協議をした者に対し，期限を定め，必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 

3 市長は，前条第３項の規定に違反した者に対し，期限を定め，必要な措置を講ずるよう勧告することがで

きる。 

(命令) 

第16条 市長は，前条の規定による勧告を受けた者が，正当な理由なく当該勧告に従わないときは，期限を

定めて，当該勧告に従うよう命ずることができる。 

（教示） 

(1) この処分に不服のあるときは，この処分があることを知った日の翌日から起算して３箇月以内に倉敷市

長に対し，審査請求することができます。 

(2) この処分の取消しを求める訴えは，この処分があることを知った日の翌日から起算して６箇月以内に限

り，倉敷市を被告として（訴訟において倉敷市を代表するものは，倉敷市長となります。）提起するこ

とができます。また，この処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内に審査請求をし

た場合には，この処分の取消しの訴えは，その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日か

ら起算して６箇月以内であれば，提起することができます。 
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様式第４号（倉敷市総合浸水対策の推進に関する条例 第１７条関係） 

工 事 完 了 報 告 書 

年  月  日 

倉敷市長 あて 

提 出 者  住所（法人にあっては主たる事務所の所在地） 

 

氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名） 

 

連絡先 

 

提出代理人  住所（法人にあっては主たる事務所の所在地） 

 

氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名） 

 

連絡先 

 

 倉敷市総合浸水対策の推進に関する条例（令和４年倉敷市条例第５号）第１７条第１項

の規定により，令和  年  月  日付け 浸対 第 号で雨水排水計画協議済証の交

付を受けた同条例第１４条第１項の規定による協議に係る次の開発行為等を完了した旨を

報告します。 

雨水排水計画書の提出年月日 年   月   日 

開発行為等の種別 □ 開発行為 

□ 宅地造成 

□ 墓地の造成 

□ 建築物の建築（□新築 □増築 □改築 □移転） 

□ 埋立行為等 

□ 駐車場の設置 

□ 土地の舗装 

開発行為等の場所  

開発行為等の目的  

開発行為等に係る土地の面積（建

築物の建築にあっては当該建築に

係る敷地の面積） 

          ｍ2  

施工者の住所及び氏名  

 

添付書類  

 

備考 □の該当する箇所にレを記入して下さい。 
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様式第５号（倉敷市総合浸水対策の推進に関する条例 第１７条関係） 

措 置 完 了 報 告 書 

年  月  日 

倉敷市長 あて 

提 出 者  住所（法人にあっては主たる事務所の所在地） 

 

氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名） 

 

連絡先 

 

提出代理人  住所（法人にあっては主たる事務所の所在地） 

 

氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名） 

 

連絡先 

 

 倉敷市総合浸水対策の推進に関する条例（令和４年倉敷市条例第５号）第１７条第２項

の規定により，令和 年 月 日付け 浸対 第 号による同条例第１６条の規定による

命令に係る措置を講じたので、次のとおり報告します。 

要措置箇所の所在地  

実施措置の内容  

実施措置の着手時期  

実施措置に係る全ての措置の実施

が完了した時期 
 

 

 

備 考 

 

 

 

 

 

 

連絡先 

所  属 

氏  名 

電話番号 

（電子メールアドレス                      ） 
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様式第６号（倉敷市総合浸水対策の推進に関する条例施行規則 第９条関係） 

 

意見の聴取の機会の付与通知書 

年  月  日 

 

住所（法人にあっては主たる事務所の所在地） 

 

氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名） 

                     様 

 

倉敷市長            印 

 

 倉敷市総合浸水対策の推進に関する条例（令和４年倉敷市条例第５号）第１８条第１項

の規定による公表をするに当たり、あなたに対し、次のとおり意見の聴取の機会を付与し

ますので、同条第２項の規定により通知します。 

記 

１ 予定される公表の内容 

（１） 命令に従わない者の氏名又は名称 

 

（２） 命令に従わない旨及びその命令の内容 

 

 

２ 意見書の提出先及び提出期限 

（１） 提出先 

 

（２） 提出期限 

 

 

備考 １ 意見の聴取は、意見を記載した書面の提出により行ってください。 

   ２ 意見の聴取をする場合は、証拠書類等を提出することができます。 
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